
(参考)日本の漁業管理制度の概念図

漁業権漁業
知事が漁協又は個人・法人に対し、
特定の沿岸漁業・養殖業を排他的に
営む権利を免許。

都道府県の沖合で操業する漁業につい
て知事が許可。

知事許可漁業
複数県の沖合や外国へ出漁する漁業
について国（農林水産大臣）が許可。

大臣許可漁業



区画漁業権・漁場改善計画について

養殖の漁業権（区画漁業権） 漁場改善計画

目的 水産資源の持続的な利用を確保、水面の総合的な利用 養殖漁場の改善、伝染性疾病のまん延防止により、持続的
な養殖生産の確保

根拠法令 漁業法 持続的養殖生産確保法

内容 海区漁業調整委員会への諮問等を経て海区漁場計画を作成し、
都道府県知事が免許

海面利用制度等に関するガイドラインに基づき、「適切かつ有
効」に運用されているかを県が確認

（確認項目の例）
・漁場改善計画に基づく取り組みが行われている

・過密養殖や過剰給餌等により漁場環境を悪化させる状況を過
度に発生させていない

区画漁業権を有する者（漁協等）が策定。

（計画の例）
・適正養殖可能数量（筏数の上限）
・筏の大きさ、コレクターの数
・資源管理協議会等による履行確認

・上記の取り組みを通じて、改善目標（溶存酸素量、海底の
硫化物量）の達成を目指す

計画を策定し、県の認定を受けることで積立プラスに加入可
能

有効期限 5年または10年 5年
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出典：農林水産省HP


